
（平成27年4月1日以後に登録申請）

１　サービス付き高齢者向け住宅の名称及び所在地

ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレレジデンス用賀

■ 1.電車（ 線 駅から で 7 分）

□ 2.その他（ 　 ）

□ 1.所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 2021 年 3 月 1 2037 年 12 月 31 日まで

□ 1.所有権 ■ ２．賃借権 □ ３．使用貸借による権利

期間 2021 年 3 月 1 2037 年 12 月 31 日まで

□ 1.所有権 □ ２．地上権 □ ３．賃借権 ■ ４．使用貸借による権利

期間 2021 年 3 月 1 2037 年 12 月 31 日まで

（注）住居表示が決まっていない場合には、地名地番を記載すること。

２　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者

■ 法人 □ 個人

商号、名称、又は氏名

ＳＯＭＰＯケア株式会社

別添　１　のとおり

住所（法人にあっては主
たる事務所の所在地）

（郵便番号 ）

電話番号

法人の役員

法定代理人
（未成年の個人

である場合）

(ふりがな)

入居契約重要事項説明書

　サービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約を締結するに当たり、高齢者の居住の安定確保に関する法律第17条及び東京
都有料老人ホーム設置運営指導指針12(4)に基づき、以下の事項について、書面を交付して説明します。なお、生活支援サービスに
関する契約については、生活支援サービス重要事項説明書により、別途説明します。

住宅の名称
(ふりがな) そんぽけあ　らう゛ぃーれれじでんすようが

住宅に関する権
原

日から

施設に関する権
原

日から

敷地に関する権
原

日から

所在地 （住居表示） 東京都世田谷区用賀三丁目６番３号

利用交通手段
用賀 徒歩

法人の役員

東急田園都市

法人・個人の別

商号、名称
又は氏名

(ふりがな) そんぽけあかぶしきがいしゃ

住　　所
（法人にあっては
主たる事務所）

(郵便番号 140-0002 ）

東京都品川区東品川四丁目12番8号

電話番号 03-6455-8560

※東京都有料老人ホーム設置運営指導指針に定める入居契約重要事項説明書の様式に、一部説明事項を追加し、また、

一部ページの順序を入れ替えている箇所があります。

詳細は各事業者へお問い合わせください。
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３　サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者の事務所

４　サービス付き高齢者向け住宅の戸数、規模並びに構造及び設備

戸

㎡

㎡

■ あり □ なし

造

年 3 月 31

■ 登録基準に適合している

■

■ 緊急通報装置を備えている

５　サービス付き高齢者向け住宅の入居契約、入居者資格及び入居開始時期（居住の用に供する前である場合）

■ □

□ 法第52条の認可を受けている

別添入居契約書のとおり

年 月

ＳＯＭＰＯケア株式会社

構　造 鉄筋コンクリート 階　数 6 階建

事務所の名称
(ふりがな)

3 のとおり（最大） 73.16

構造及び設備
共同利用設備

入居者の資格

120

詳細については、別添

終身賃貸事業
者の事業の認可

■

次の①又は②に該当する者である。
　①単身高齢者世帯
　②高齢者＋同居者 （配偶者 / 60歳以上の親族 / 要介護認定又は要支援認定を受けている
　　60歳未満の親族 / 特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者）
（「高齢者」とは、60歳以上の者又は要介護認定若しくは要支援認定を受けている60歳未満の者をい
う。）

入居契約の
内容

加齢対応構造
等

入居契約が賃貸
借契約でない場
合には、その旨

居住部分の
規模

（最小）

備考欄

入居開始時期（※） 日から

事務所の所在地

(郵便番号 140-0002 ）

東京都品川区東品川四丁目12番8号

電話番号

28.02

そんぽけあかぶしきがいしゃ

登録申請対象戸数

竣工の年月 2017 日

エレベーターを備えている

入居契約の別 賃貸借契約 その他

03-6455-8560

住宅戸数
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※入居開始時期は、入居の用に供する前である場合に限り記入すること。

　

少なくとも30日前に申し入れ

入院時の取扱い 入院中も入居契約は継続し、家賃、共益費・管理費、生活支援サービス費をお支払いいただきます。

その他 連帯保証人、身元引受人をお立ていただきます。

契約解除の内容

入居者からの
解約予告期間

【事業者の契約解除】
事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、入居者に対し、居室の明渡しを通告し、本契約を解除すること
ができる。
（１）入居時の提出書類に虚偽の事項を記載し、または虚偽の資料を提出し、その他不正の手段を用いて入居し
たとき。
（２）建物賃貸借契約書【表題部】（５）記載の月額費用、その他これに準じる事業者に対する支払を2か月以上遅
延し、または、正当な理由なくしばしば遅延し、事業者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わな
かったとき。
（３）建物・付帯設備・敷地を故意または重大な過失により滅失、毀損、汚損したとき。
（４）入居者の行動が、他の入居者または職員の身体・生命・精神に危害を及ぼし、または、その危害の切迫したお
それがあり、かつ、サービス付き高齢者向け住宅における通常のサービス提供ではこれを防止することができない
とき。
（５）建物賃貸借契約書第１４条第１項、第２項、第４項、第５項の規定その他本契約の規定に違反し、事業者が相
当の期間を定めて催告したにもかかわらず、これを是正しないとき。
（６）その他、入居者、連帯保証人、身元引受人、入居者の家族その他の入居者の関係者が、事業者、職員、他の
入居者等に対して社会通念上許容できないような行為を行う等、事業者との信頼関係を破壊する行為があり、本
契約を継続することが困難と認められるとき。
２　事業者は、入居者等が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告・手続きを要せず、直ちに本契約を
解除することができる。
（１）建物賃貸借契約書第１３条に反する事実が判明したとき、または反していると事業者が合理的に判断したと
き。
（２）建物賃貸借契約書第１４条第３項に掲げる行為を行ったとき。
３　事業者は、本条第１項または第２項に基づき本契約を解除した場合に入居者等に損害が生じても何らこれを賠
償する責任を負わない。

【施設の消滅・毀損】
本物件の老朽、損傷、一部の滅失その他の事由により、家賃の価額その他の事情に照らし、適切な規模、構造お
よび設備を有する賃貸住宅として維持し、または当該賃貸住宅に回復するのに過分の費用を要するに至ったと
き、事業者は入居者に対して少なくとも６か月前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。

事業主体から解
約を求める

場合（終身建物賃
貸借の場合のみ）

解約条項

解約予告期間
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６　職員体制

日中の職員体制（※生活支援サービスを提供する常駐職員の配置）
1 人 時 00分 ～ 時 00分

■ 同一の敷地内 □ 隣接する土地
近接する土地
（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

日中以外の時間の職員体制
人 時 分 ～ 時 分

□ 同一の敷地内 □ 隣接する土地
近接する土地
（所在地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

（職種別の職員数）　 （ 2022　　年 7 月 1
①　職員の人数及びその勤務形態

⇒③－１

⇒③－２

⇒③－４

時間

③－２　生活支援サービス提供職員の資格

③－３　介護職員の資格

③－４　機能訓練指導員の資格

④職員の職種別・勤続年数別人数（本住宅における勤続年数）

常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤 常勤 非常勤

1 1 3 1 3
6 3 6 3
6 5 1 5 5

1 0 13 11 1 0 12 11 0 0

　　　　常駐場所
□

　　管理者

人員配置 常駐する時間 9 18

1 1人

備考
日中は住宅スタッフが1階フロントに常駐。夜間は2階フロントに緊急通報先を切り替え、2階フロントまたは待機して
いる併設の介護事業所スタッフが携帯しているPHSで受信し、住宅スタッフとして必要に応じて対応いたします。

人員配置 常駐する時間

　　　　常駐場所
□

日現在）※入居開始（開設）前は、予定を記載。

職種 延べ人数
常勤 非常勤

合計 兼務状況 等（委託であ
る場合はその旨を記入）専従 非専従 専従 非専従

　生活支援サービス
提供職員

（食事提供サービスを除く）

6 7 6 5 24人 訪問介護従事者と兼務

うち、看護職員：直接雇用 1

うち、介護職員：直接雇用
⇒③－３

5 7

1人
うち、看護職員：派遣 0人

訪問介護従事者と兼務

うち、機能訓練指導員 0人

6 5 23人 訪問介護従事者と兼務

うち、介護職員：派遣 0人

ＳＯＭＰＯケアフーズ(株)に委託

　　調理員 2 7 9人 ＳＯＭＰＯケアフーズ(株)に委託

　　栄養士 0人

　　その他 8人
②　１週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数

　　事務員 1 1人
8

非専従 専従 非専従
　　医師

40
③－１　管理者の資格 介護福祉士

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従

　　看護師 1
　　准看護師
　　介護福祉士 1
　　社会福祉士 1

6 2
1

　　介護支援専門員
　　養成研修修了者 3 2
　　上記以外の職員 1 6

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
　　介護福祉士 1 6 2
　　介護支援専門員
　　実務者研修 1
　　介護職員初任者研修 3 2
　　たん吸引等研修（不特定）
　　たん吸引等研修（特定）
　　資格なし 1 6 1

資格 延べ人数
常勤 非常勤

専従 非専従 専従 非専従
　　理学療法士
　　作業療法士
　　言語聴覚士
　　看護師又は准看護師

　　はり師又はきゅう師

　　柔道整復師
　　あん摩マッサージ指圧師

看護職員 介護職員 機能訓練指導員

　１年未満
　１年以上３年未満
　３年以上５年未満
　５年以上10年未満
　10年以上
　合計

勤続年数 職種
管理者

生活支援サー
ビス提供職員
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７　サービス付き高齢者向け住宅において入居者から受領する金銭（生活支援サービスに関する費用を除く）

　約 円

約 円

　約 円

約 円

　約 円

約 円

□ あり ■ なし

　約 円 約 円

□ □

□ □ ）

８　サービス付き高齢者向け住宅の管理の方法等

■ □

□ あり ■ なし

　修繕計画

計画策定の
有無

大規模修繕の実
施予定

頃実施予定

その他計画的な
修繕予定

3 のとおり
（最高） 428,250

家賃の概算額
（最低） 142,870

住戸ごとの内容は別添

家賃の 1 月分
（最高） 428,250

前払金※の有無

共益費の概算額
（最低） 39,850

（最高） 59,350

敷金の概算額
（最低） 142,870

家賃・共益費・
敷金に関する

特記事項

返還額の算定方
法

家賃等の前払金
の返還債務が消
滅するまでの期

間

　　　　　　　年　　　月　　　日まで

家賃等の前払金
の返還額の推移

（※原則として入居契約に定めた契約の始期を起算日とする。）

家賃等の前払金
の概算額

（最低） （最高）

家賃等の前払金
の算定の基礎

家賃

サービス提供
の対価

※前払金とは、終身又は入居契約の期間にわたって受領すべき家賃等の全部又は一部を一括して受領する場合をいう。

管理の方式 自ら管理 管理業務を委託

委託する業務
の内容

（契約事項）

前払金の保全措
置の内容

銀行による債務の保証 信託会社等による元本補てん又は信託

保険事業者による保証保険 その他（

　管理業務の委託先

商号、名称
又は氏名

(ふりがな)

住　　所
（法人にあっては

主たる事務所の所在地）

(郵便番号 ）

電話番号
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９　サービス付き高齢者向け住宅と併設される高齢者居宅生活支援事業を行う施設　（該当する場合のみ）

■

□

□

■

□

□

■

□

□

■

□

□

１０　高齢者居宅生活支援事業を行う者との連携及び協力（該当する場合のみ）

(ふりがな)

(ふりがな)

(ふりがな)

訪問介護
総合事業訪問介護サービス
総合事業生活援助サービス

居宅介護支援

看護小規模多機能居宅介護

ＳＯＭＰＯケア　桜新町　居宅介護支援

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

施設の名称 事業所の場所

ＳＯＭＰＯケア　桜新町　訪問介護

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

提供されるサービスの概要

同一の敷地内

そんぽけあ　さくらしんまち　きょたくかいごしえん

連携又は協力の
内容

看護小規模多機能居宅介護

看多機かえりえ用賀

事業所の所在地

(郵便番号 158-0097 ）

東京都世田谷区用賀三丁目６番３号

隣接する土地

看多機かえりえ用賀

同一の建築物内

同一の敷地内

隣接する土地

訪問看護訪問看護かえりえ用賀

同一の建築物内

03-6411-7286

連携又は協力の
内容

居宅介護支援

連携又は協力の相手方

事業所の名称
ＳＯＭＰＯケア　桜新町　訪問介護

そんぽけあ　さくらしんまち　ほうもんかいご

連携又は協力の
内容

訪問介護　総合事業訪問介護サービス　総合事業生活援助サービス

事業所の所在地

(郵便番号 158-0097 ）

東京都世田谷区用賀三丁目６番３号

電話番号 03-6411-7286

連携又は協力の相手方

事業所の名称
ＳＯＭＰＯケア　桜新町　居宅介護支援

事業所の所在地

(郵便番号 158-0097 ）

東京都世田谷区用賀三丁目６番３号

電話番号

連携又は協力の相手方

事業所の名称

電話番号 050-1753-5905

かんたきかえりえようが
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(ふりがな)

(ふりがな)

(ふりがな)

連携又は協力の
内容

・入居者への歯科訪問診療
・歯科検診

連携又は協力の相手方

事業所の名称
いりょうほうじんしゃだん　たかなわかい　たかなわしかいいん

　　　　　　　　　医療法人社団　 高輪会　高輪歯科医院

事業所の所在地

(郵便番号 108-0074 ）

東京都港区高輪2-16-36　チトセハイツ2階

電話番号 0120-648-714

電話番号 050-1748-6326

連携又は協力の相手方

事業所の名称
　　　　　　　訪問看護かえりえ用賀

ほうもんかんごかえりえようが

連携又は協力の
内容

・住宅運営の連携
・入居者への在宅診療
・緊急時対応

連携又は協力の相手方

事業所の名称
　　　　　　　　　医療法人社団　創福会　ふくろうクリニック等々力

事業所の所在地

(郵便番号 158-0082 ）

東京都世田谷区等々力3-5-2　ヒューリック等々力ビル3階

電話番号 03-5758-3270

連携又は協力の
内容

訪問看護

事業所の所在地

(郵便番号 158-0097 ）

東京都世田谷区用賀三丁目６番３号

いりょうほうじんしゃだん　そうふくかい　ふくろうくりにっくとどろき
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１１　入居者の現況 （ 2022　　年　 7 月 1

平均年齢 歳 入居者数合計 人

自立

1 1

7 0

27 13

76 20

111 34

入居継続期間別入居者数

6か月未満
6か月以上
1年未満

7 14

人 人

％（全戸数に対する入居戸数）

直近一年間に退去した者の人数と理由 退去者数合計： 人

1２　入居希望者への事前の情報開示

■ □

□ □

□ □

■ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

■ あり （年 回予定）

□ 以下の内容の代替措置により対応（※入居者が概ね９人以下の場合等）

（内容）

□ あり □ なし

■

□ 指定を受けている 介護保険事業所番号　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■ 指定を受けていない

日現在）

介護度別・年齢別入居者数 86.7 111

0 0

65歳以上75歳未満 0 1 0 1 4 1 0

65歳未満 0 0 0 0 0

6 25 8 5 2 1

75歳以上85歳未満 0 1 5 3 3 0 2

85歳以上 9

3

入居期間
1年以上
5年未満

5年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上 合計

合計 9 8 30 12 12 3

１４　登録の申請が基本方針及び高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものである旨

基本方針及び東京都の高齢者居住安定確保計画に照らして適切です。

１３　その他

運営懇談会

1

（開催方法等） ご入居者、家族、地域の方を交えて建物内にて開催予定。

事業収支計画書
（※前払金を受領する場合に記載）

　入居希望者に公開 その他 　入居希望者に公開

　入居希望者に交付
(　　　　　　　　　　　　　　)

　入居希望者に交付

　公開していない 　公開していない

（介護予防）特定施設入居者生活
介護事業所（地域密着型を含む）

有料老人ホーム設置時の老
人福祉法第29条第1項に規

定する届出
サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の居住の安定確保に関
する法律第23条の規定により、届出が不要

入居契約書のひな形

　入居希望者に公開 財務諸表の要旨
（※前払金を受領する場合

に記載）

　入居希望者に公開

　入居希望者に交付 　入居希望者に交付

　公開していない 　公開していない

9

介護老人保健施
設へ転居

36

理由 人数（人） 人数（人）

男女別入居者数 男性 27 女性 84

年齢　／介護度 合計
※要介護度を把握している場合に記載。

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

　公開していない

自宅・家族同居 5
他の有料老人ホームへの
転居

11
医療機関へ
の入院

2

9

介護療養型医療
施設へ転居

　入居希望者に公開

　入居希望者に交付 　入居希望者に交付
管理規程

（※必要事項が盛り込まれていれば、重要事項
説明書を管理規程に代えることも可。）

その他の福祉施設・高齢者
住宅等への転居

　入居希望者に公開 財務諸表の原本
（※前払金を受領する場合

に記載）　公開していない

介護老人福祉施
設（特養等）へ
転居

うち、他のサービ
ス付き高齢者向け
住宅への転居

死亡

その他
(      )

6 111

理由 人数（人） 理由

入居率（一時的に不在となっているものを含む。） 82.5

入居者数 84
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別添 1

法第６条第１項第３号に該当する者を全て記載すること。記載しきれないときは、この様式の例により作成した書
面に記載し、その書面をこの書面の次に添付すること。

かつざわ　まこと

監査役
勝澤　誠

うおたに　よしひろ

取締役
魚谷　宜弘

やの　いさお

監査役
矢野　功

ふじさき　もとい

取締役
藤﨑　基

くめ　やすき

取締役
久米　康樹

いわもと　たかひろ

取締役
岩本　隆博

あんどう　しげる

取締役
安藤　滋

わしみ　たかみつ

代表取締役
鷲見　隆充

きくい　てつや

取締役
菊井　徹也

えんどう　けん

代表取締役
遠藤　健

役　　員　　名　　簿

（ふりがな）

役名等氏　　　名
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１．専用部分の規模並びに構造及び設備等
構造及び設備※ 住戸数 住戸番号 月額家賃
完
備

便
所

洗
面

浴
室

台
所

収
納 （戸）

（該当するものを全て記載）
（概算額）

　　　　　　　（円）

1 36.59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 101 199,250

1 36.59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 102 199,250

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 103 180,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 104 161,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 105 161,250

1 42.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 106 227,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 107 314,170

1 45.86 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 108 252,250

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 201 180,870

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 202 158,870

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 203 158,870

1 42.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 204 218,870

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 205 364,870

1 45.86 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 206 248,870

1 43.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 207 236,870

1 45.72 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 208 252,870

1 36.39 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 209 204,870

1 31.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 210 175,870

1 41.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 211 223,870

1 30.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 212 173,870

1 30.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 213 173,870

1 37.81 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 214 213,870

1 45.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 215 246,870

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 216 364,870

1 37.33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 217 200,870

1 30.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 218 169,870

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 219 160,870

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 220 189,870

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 221 159,870

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 222 188,870

1 28.04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 223 150,870

1 37.75 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 224 196,870

1 33.40 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 225 169,870

別添　３

住宅の規模並びに構造及び設備等

専用部分の
床面積

　　　　　（㎡）

住棟番号
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1 38.38 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 226 189,870

1 32.09 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 227 161,870

1 28.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 228 142,870

1 28.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 229 152,870

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 301 185,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 302 166,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 303 166,250

1 42.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 304 235,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 305 387,250

1 45.86 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 306 258,250

1 43.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 307 247,250

1 35.26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 308 199,250

1 32.83 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 309 184,250

1 42.88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 310 239,250

1 45.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 311 254,250

1 58.51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 312 323,250

1 45.26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 313 255,250

1 54.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 314 307,250

1 41.46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 315 232,250

1 45.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 316 257,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 317 384,250

1 37.33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 318 206,250

1 30.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 319 176,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 320 168,250

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 321 195,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 322 165,250

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 323 193,250

1 28.04 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 324 158,250

1 28.02 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 325 158,250

1 45.55 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 326 233,250

1 34.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 327 183,250

1 29.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 328 153,250

1 31.03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 329 164,250

1 28.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 330 147,250

1 28.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 331 156,250

1 34.73 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 401 187,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 402 168,250

1 29.18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 403 168,250
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1 42.12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 404 238,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 405 394,250

1 45.86 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 406 261,250

1 43.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 407 250,250

1 67.84 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 408 381,250

1 42.88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 409 244,250

1 45.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 410 259,250

1 58.51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 411 329,250

1 45.26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 412 260,250

1 54.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 413 313,250

1 41.46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 414 237,250

1 45.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 415 262,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 416 388,250

1 37.33 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 417 209,250

1 30.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 418 178,250

1 63.91 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 419 366,250

1 57.29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 420 318,250

1 34.98 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 421 185,250

1 29.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 422 155,250

1 31.03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 423 166,250

1 28.15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 424 152,250

1 28.36 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 425 158,250

1 73.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 501 427,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 502 398,250

1 45.86 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 503 266,250

1 43.93 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 504 255,250

1 67.84 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 505 388,250

1 42.88 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 506 247,250

1 45.21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 507 262,250

1 58.51 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 508 333,250

1 45.26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 509 263,250

1 54.30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 510 317,250

1 41.46 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 511 240,250

1 45.65 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 512 265,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 513 393,250

1 71.49 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 514 415,250

1 47.61 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 515 258,250

1 29.32 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 516 157,250
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1 31.03 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 517 168,250

1 46.96 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 601 293,250

1 41.76 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 602 254,250

1 58.05 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 603 348,250

1 39.45 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 604 240,250

1 60.16 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 605 364,250

1 62.59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 606 382,250

1 59.56 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 607 356,250

1 68.66 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 608 407,250

1 66.77 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 609 428,250

1 48.31 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1 610 294,250

注１）住戸の規模並びに設備及び構造のタイプ別にまとめて記載すること。

注２）設備及び構造欄の『完備』は、各戸に便所、洗面、浴室、台所及び収納の全てを備えるものを表す。

※有りの場合は、○、無しの場合は×を記載すること。完備の場合は、完備を含め全ての欄に○を記載すること。
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２．共同利用設備等

設備等 整備箇所数 想定利用戸数
（戸）

備考

ダイニング 1 120

コミュニティ
ラウンジ

1 120

浴室 1 120 脱衣室含む

機械浴室 1 120 脱衣室含む

応接室 1 120

シアタールーム 1 120

多目的室 1 120

プライベート
ダイニング

1 120

娯楽室 1 120

リラクゼーション
ルーム

1 120

注）整備箇所は、添付図面との対応関係を明確に記載すること。

13.35 ５階

76.41 2階

135.04 1階

15.04 2階

15.87 ３階

22.14 ３階

44.32 ４階

20.01 ５階

18.87 ５階

合計床面積
（㎡）

整備箇所

26.56 2階
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箇所数 主な事業所の名称 所在地

訪問介護 72 ＳＯＭＰＯケア　立石　訪問介護 葛飾区立石2丁目16番3号

訪問入浴介護

訪問看護 10 ＳＯＭＰＯケア　在宅老人ホーム世田谷　訪問看護 世田谷区三軒茶屋1-37-8　ワコーレ三軒茶屋64ビル 10F

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護 12 ＳＯＭＰＯケア　ハッピーデイズ立石 葛飾区立石2丁目16番3号

通所リハビリテーション

短期入所生活介護 1 ＳＯＭＰＯケア　堀ノ内　ショートステイ 杉並区堀ノ内2-19-26

短期入所療養介護

特定施設入居者生活介護 67 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレグラン四谷 新宿区大京町２０番３

福祉用具貸与 5 ＳＯＭＰＯケア　大田　福祉用具 大田区東蒲田1-21-17　コマツビル1F

特定福祉用具販売 5 ＳＯＭＰＯケア　大田　福祉用具 大田区東蒲田1-21-17　コマツビル1F

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 22 ＳＯＭＰＯケア　在宅老人ホーム世田谷　定期巡回 世田谷区三軒茶屋1-37-8　ワコーレ三軒茶屋64ビル 10F

夜間対応型訪問介護 16 ＳＯＭＰＯケア　在宅老人ホーム世田谷　夜間訪問介護 世田谷区三軒茶屋1-37-8　ワコーレ三軒茶屋64ビル 10F

認知症対応型通所介護 1 ＳＯＭＰＯケア　堀ノ内　デイサービス 杉並区堀ノ内2-19-26　

小規模多機能型居宅介護 2 ＳＯＭＰＯケア　徳丸　小規模多機能 板橋区徳丸2-17-9

認知症対応型共同生活介護 3 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ徳丸 板橋区徳丸2-17-9

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型通所介護 2 ＳＯＭＰＯケア　新中野　デイサービス 中野区中央3丁目27-15　富田ビル1階

46 ＳＯＭＰＯケア　立石　居宅介護支援 葛飾区立石2丁目16番3号

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護 10 ＳＯＭＰＯケア　在宅老人ホーム世田谷　訪問看護 世田谷区三軒茶屋1-37-8　ワコーレ三軒茶屋64ビル 10F

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護 1 ＳＯＭＰＯケア　堀ノ内　ショートステイ 杉並区堀ノ内2-19-26

介護予防短期入所療養介護

介護予防特定施設入居者生活介護 56 ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレグラン四谷 新宿区大京町２０番３

介護予防福祉用具貸与 5 ＳＯＭＰＯケア　大田　福祉用具 大田区東蒲田1-21-17　コマツビル1F

特定介護予防福祉用具販売 5 ＳＯＭＰＯケア　大田　福祉用具 大田区東蒲田1-21-17　コマツビル1F

介護予防認知症対応型通所介護 1 ＳＯＭＰＯケア　堀ノ内　デイサービス 杉並区堀ノ内2-19-26

介護予防小規模多機能型居宅介護 2 ＳＯＭＰＯケア　徳丸　小規模多機能 板橋区徳丸2-17-9

介護予防認知症対応型共同生活介護 3 ＳＯＭＰＯケア　そんぽの家ＧＨ徳丸 板橋区徳丸2-17-9

4 杉並区地域包括支援センターケア24成田 杉並区成田西3-7-4

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

2022.07.01

有り

事業主体が東京都内（中核市を除く）で実施する介護保険制度による指定介護サービスの一覧表

介護サービスの種類

＜居宅サービス＞

有り

無し

有り

無し

無し

有り

無し

有り

無し

有り

有り

有り

＜地域密着型サービス＞

有り

有り

有り

有り

有り

無し

無し

無し

有り

居宅介護支援 有り

＜居宅介護予防サービス＞

無し

有り

無し

無し

無し

有り

無し

有り

有り

有り

＜地域密着型介護予防サービス＞

有り

有り

無し

介護予防支援 有り

＜介護保険施設＞

無し

無し

無し

別添４別添４
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ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレレジデンス用賀

　できません。

　集合玄関機から直接２階住戸を呼び出すことはできません。２階住戸のインターホンには、オートロックを解除する機能がありません。

　　

・２階フロアについて

　２階フロアからエレベーターを使用する場合、エレベーターが制御されている為、スタッフ以外はエレベーターを呼び出すことは

以　上　

用賀　20221001

・携帯電話の電波状況について

・入居者は本契約における周辺環境に関する事項として下記事項をあらかじめ承諾するものとします。

　（１）本物件の周辺環境を十分理解した上で契約すること。

　（２）重要事項説明以降、都市計画の変更、或いは近隣土地所有者が建物を建築する等、本物件の周辺環境に

　      変化が生じることがあること。

　      （バルコニーでの喫煙や大声での電話、物の落下等）

・敷地・近隣等について

　（１） 敷地に関して、旧借地権者と東京都との間で一般定期借地権設定契約を締結し、芙蓉総合リース株式会社が2020年12月2日に

　      土地賃借人の地位を承継しております。  （借地期間：2065年5月31日まで）

　（２）周辺は住宅地ですので、近隣住民の方とのお互いのプライバシーについては十分にご配慮ください。

　共用部及び一部居室内では携帯電話が通じにくいところがあります。

・手すり等の増設について

　手すり等は、下地処理を行っている箇所に限り、入居者の自己負担にて追加で設置することが可能です。

　設置を希望される場合には、必ず事前にコンシェルジュにご相談ください。

・カーテン等について

　消防法第８条の３第１項に基づき、居室内のカーテンおよび絨毯等は、防炎性能を有するものを使用するものとします。

・身体拘束等の廃止のための措置

　本建物は、サービスの提供に当たっては、入居者または他の入居者の生命または身体を保護するため

　緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という）は

　行わない。ただし、緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合は、あらかじめ非代替性、一時性、切迫性の

　３つの要件についてそれぞれ検討の上、入居者（入居者が意思表示をできない場合は身元引受人）または

　家族に説明して理解を得るものとする。

　　　一切その責任を負いません。

・本建物の各施設の使用等について

（１）本建物内の各施設を使用するにあたり、施設内におけるキズ、破損、およびこれらに類する損害が発生した場合には、

　    速やかに事業者または職員に報告するとともに、その損害を賠償しなければなりません。

（２）本建物内の各施設の使用に際して、万一使用者に事故、盗難等が発生しても、事業者または事業者の指定する者は
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説明年月日　　西暦　　 　　年　　　月　　　日

登録事業者名 ＳＯＭＰＯケア株式会社

所在地 東京都品川区東品川四丁目12番8号

代表取締役　　鷲見　隆充 印

説明者氏名 印

賃借人 氏　名 印

賃借人 氏　名 印

連帯保証人

氏　名 印

身元引受人

氏　名 印

20221001

入居契約書及び入居契約重要事項説明書に基づいて、重要な事項を説明しまし
た。

私は上記事業者から、入居契約書及び入居契約重要事項説明書に基づいて、
重要な事項の説明を受けました。

上記事業者の指定する保証会社利用の場合は、別途締結する「保証委託契約」を
もって連帯保証があるものとします。


